
個
別
に
ま
た
必
要
に
応

じ
て
掲
示
し
て
い
く
。

条
例
に
反
し
て
使
用
し

た
場
合
の
罰
則
は
。

罰
則
規
定
は
設
け
て
な

い
。
違
反
を
繰
り
返
す
よ
う

な
ら
入
場
禁
止
等
、
個
別
に

対
応
す
る
。

な
く
風
通
し
も
悪
い
。
さ
ら

に
水
が
全
然
見
え
な
い
が
、

構
想
か
ら
工
事
に
至
る
ま
で

の
経
過
は
。

都
市
再
生
整
備
計
画
の

中
で
構
想
を
練
っ
た
。

川
か
ら
水
を
引
き
入
れ
る

こ
と
や
ト
イ
レ
の
設
置
等
も

考
え
た
が
、
国
と
の
交

渉
の
過
程
で
今
の
形
に

な
っ
た
。

下
流
側
の
改
修
時
に
、

改
め
て
親
水
に
つ
い
て

考
え
た
い
。

動
物
の
解
放
の
禁

止
を
条
例
で
規
定
し
て

い
る
が
、
危
惧
し
て
い

る
こ
と
は
。

公
園
で
犬
を
離
し

て
い
る
方
が
お
り
、
苦

情
が
き
て
い
る
。
解
放

は
し
な
い
で
頂
き
た
い
。

利
用
規
定
等
を
記

し
た
看
板
の
設
置
は
。

公
共
施
設
の
有
効
利
用
を

図
る
た
め
、
鳩
山
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
旧
地
域
下
水
処
理
場
に

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設

置
す
る
。

工
事
の
概
要
は
建
築
物
等

の
地
上
部
分
を
撤
去
し
、
鉄

骨
で
架
台
を
組
ん
で
、
約
２

０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
発
電
シ

ス
テ
ム
を
設
置
す
る
も
の
。

工
事
の
執
行
方
法
は
一
般

競
争
入
札
と
し
、
希
望
業
者

２
社
が
入
札
に
参
加
し
、
そ

の
結
果
、
株
式
会
社
田
中
工

業
が
１
億
７
８
０
０
万
円

（
税
別
）
で
落
札
し
た
。

ト
イ
レ
や
水
道
施
設
が
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問

問

問

問

答 答

答 答

平
成
26
年
第
２
回
定
例
会
が
６
月
３
日
か
ら
６
月
11
日
ま
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。提

出
議
案
は
、
条
例
の
制
定
に
関
す
る
も
の
３
件
、
平
成
26
年
度
一
般
会
計
並

び
に
特
別
会
計
等
の
補
正
に
関
す
る
も
の
３
件
、
町
道
の
廃
止
・
認
定
に
関
す
る

も
の
２
件
、
専
決
処
分
の
承
認
１
件
、
工
事
請
負
契
約
１
件
の
10
件
で
全
議
案
と

も
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
請
願
が
、
１
件
提
出
さ
れ
、
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

第2回定例会

越
辺
川
親
水
公
園
（
赤
沼
）

旧
下
水
処
理
場
に

太
陽
光
発
電

越
辺
川
に
親
水
公
園



平
成
25
年
度
の
国
保
会

計
決
算
で
、
１
０
４
２
万

４
０
０
０
円
の
不
足
に
な

る
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
不
足
を
法
令
（
※

注
）
に
基
づ
き
、
緊
急
的

に
平
成
26
年
度
の
国
庫
支

出
金
を
追
加
し
、
繰
り
上

げ
充
用
の
支
出
を
追
加
す

る
も
の
。

迚
反
対
討
論
迥

要
因
と
し
て
、
高
齢

化
の
進
展
や
医
療
給
付

の
伸
び
な
ど
が
上
げ
ら

れ
る
。決

算
見
込
み
の
段

階
で
財
源
不
足
が
分
か

ら
な
か
っ
た
の
か
。

そ
の
頃
は
、
賄
え

る
と
考
え
て
い
た
。

※
注
―
歳
入
が
歳
出
に
不
足

す
る
と
き
は
、
翌
年
度
の

歳
入
を
繰
り
上
げ
て
こ
れ

に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

答 問

答答

答答答 問問問

問問
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平
成
25
年
３
月
議
会
に
て
１
億

５
０
６
５
万
円
が
補
正
予
算
に
計

上
さ
れ
た
が
、
今
年
度
に
繰
り
越

さ
れ
ま
し
た
。

内
装
工
事
は
夏
休
み
中
に
、
工

事
完
了
は
10
月
末
の
予
定
で
す
。

こ
の
工
事
が
終
わ
れ
ば
、
す
べ

て
の
義
務
教
育
施
設
の
改
修
は
完

了
し
ま
す
。

被
災
農
業
者
向
け
支
援

事
業
の
周
知
方
法
は
。

説
明
会
を
開
き
、
支
援

等
を
説
明
し
、
被
災
状
況
調

査
票
を
提
出
頂
い
た
。

被
災
者
の
思
い
通
り
に

申
請
で
き
た
か
。

基
準
が
出
て
お
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
申
請
し
て
い
た

だ
い
た
。

こ
と
し
の
仕
事
に
対
し

て
の
対
策
は
。

早
く
再
建
で
き
る
よ
う

手
続
き
は
行
っ
て
い
る
が
、

遅
れ
る
形
に
な
る
。

社
会
保
障
・
税
番
号
シ
ス

テ
ム
改
修
業
務
委
託
料
と
戸

籍
総
合
シ
ス
テ
ム
住
基
連
携

対
応
業
務
委
託
料
で
反
対
す

る
。個

人
番
号
の
悪
用
と
特
定

個
人
情
報
提
供
を
拡
大
す
る

事
と
な
る
。

（
根
岸
）

本
年
度
当
初
予
算
に
お
い

て
工
事
費
総
額
６
４
０
０
万

円
を
計
上
し
た
が
、
施
設
の

有
効
活
用
を
図
る
た
め
の
設

計
変
更
や
労
務
単
価
の
改
定

等
に
よ
り
、
当
初
予
算
を
上

ま
わ
る
た
め
工
事
請
負
費
８

０
０
万
円
を
増
額
補
正
す
る
。

今
後
発
展
さ
せ
た
場
合
、

加
工
所
と
し
て
使
え
る
の
か
。

６
次
産
業
化
を
進
め
て

い
る
の
で
簡
単
な
加
工
試
験

が
で
き
、
果
樹
等
を
冷
蔵
保

温
で
き
る
設
備
を
入
れ
る
。

元
気
臨
時
交
付
金
を
申

請
す
る
段
階
で
の
概
算
設
計

費
と
数
か
月
後
の
実
施
設
計

額
に
差
が
出
た
と
理
解
し
て

良
い
か
。

交
付
金
の
実
施
計
画
を

策
定
し
た
時
も
設
計
業
者
に

発
注
を
し
て
、
実
施
設
計
を

し
た
が
、
敷
地
を
有
効
活
用

す
る
た
め
擁
壁
を
追
加
す
る
。

労
務
単
価
、
資
材
単
価
も
上

が
っ
て
い
る
。

改築予定の亀井農村センター

一
般
会
計
補
正
予
算

亀
井
農
村
セ
ン
タ
ー

改
築
工
事

大
雪
に
よ
る農

業
被
害

亀
井
小
学
校

校
舎
改
修
し
ま
す

「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書
手話とは、ことばを音声ではなく手や指、体などの動きや顔
の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を
使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大
切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られ
てきた。
しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話
を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
2006（平成18）年12月に採択された国連の障害者権利条約に
は、「手話は言語」であることが明記されている。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進
め、2011（平成23）年８月に成立した「改正障害者基本法」で
は「全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む）その他の
意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と
定められた。
また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施
策を義務付けており、手話が音声言語と対等な言語であること
を広く国民に知らしめ、聞こえない子供が手話を身につけ、手
話を学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、
研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現
することが必要である。
よって鳩山町議会は、政府と国会が上記の内容を踏まえた

「手話言語法（仮称）」を制定することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年６月11日
埼玉県比企郡鳩山町議会

意見書を国へ提出しました！　
今回からご希望により、請願者の方のご意見を全員
協議会の場で伺うことになりました。

国
保
会
計
補
正
予
算


